
🌸 みんなで考えよう！やまなしの子ども・子育て 🌸 

山梨県議会では、議員発議により制定した「やまなし子ども・子育て支援条例」につい

て、こども基本法の施行や子どもを取り巻く環境の変化を踏まえ、より時代に即した内容

とするための検証を進めています。 

現行の条例には、 

「子どもが笑顔でいられること」 

「子育てをがんばる家族をみんなで支えること」 

など、大切な思いが込められています。 

みなさんの身近な意見やアイデアも県議会の大切なヒントになります。 

より良い条例とするために、「こうしたらもっと良くなる！」という声があれば、ぜひ

お知らせください。

【ご意見】はこちら 

右記の下記のＱＲコードからアクセスしてください。 

募集期限 令和７年１２月３日（水）

 

🍼 11
い い

月19
育 児

日は「やまなし子育ての日」です。 

未来を担う子どもたちのために、今できることをみんなで考えましょう！ 

※やまなし子ども・子育て支援条例（平成２９年制定） 

 

 

 

※やまなし子ども条例（令和４年制定） 

 

【お問い合わせ】はこちら 

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 

山梨県議会事務局 議事調査課                               

（やまなし子ども・子育て支援条例検証委員会担当） 

TEL：055-223-1813  FAX：055-223-1817 


